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平成２６年１２月８日（月曜日）午後２時０６分 開 議 
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（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

 

第６  議案第９号   飯塚地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

            （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

 

第７  議案第１０号  飯塚地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例 

 

            （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

 

第８  認定第１号   平成２５年度飯塚地区消防組合歳入歳出決算の認定 

        

            （提案理由の説明、決算審査報告、質疑、討論、採決） 

             

第９  報告第４号   専決処分の報告（交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解） 

            （報告、質疑） 
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第１１ 署名議員の指名 

 

第１２ 閉  会 
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午後２時０６分 開会 

○議長（道祖 満） 

△開会 

みなさまおつかれさまです。出席議員が定足数に達しておりますので、これより平成２６年

第３回飯塚地区消防組合議会定例会を開会いたします。 

この度本組合議会議員になられました桂川町選出の原中政廣議員、同じく竹本慶吉議員をご

紹介しますとともに、原中政 議員の議席を４番に、竹本慶吉議員の議席を５番に指定いたし

ます。 

△会期の決定 

続きまして会期の決定を議題といたします。おはかりいたします。本定例会の会期は、１２

月８日、一日といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、１２月８日、一日と決定いたしました。 

行政報告に入ります。 

組合長の行政報告をお願いいたします。齊藤組合長。 

◎組合長（齊藤 守史） 

本日、平成２６年第３回消防組合議会定例会を招集するに当たり、本年２月定例会以降本日

までの事務事業の大要を報告し、審議の参考に供します。 

はじめに、特異的な災害について報告いたします。１１月１０日午前９時２０分頃、飯塚

市菰田西地内で、プロパンガスによる爆発事故が発生いたしました。 

この爆発により建物１０棟、１２世帯２０名及び車両３台が被災し、負傷者につきまして

は、重症１名、軽症２名となっております。 

次に、救急車の寄贈について報告いたします。４月１８日に福岡市在住の溝江昭男氏から

高規格救急自動車の寄贈がありましたので、飯塚消防署に配置いたしました。車両購入につき

ましては、救助工作車の購入契約を５月７日に締結し、明年３月中旬に飯塚消防署に納車配置

の予定となっております。 

また、購入から７年目に実施します飯塚消防署はしご自動車のオーバーホール修繕契約を

５月７日に締結し、１０月１日に完了いたしております。 

 次に、救急救命士の養成につきましては、教育研修計画に基づき、国家試験に合格した４名

に２か月間の就業前研修を、資格取得後２年ごとの再教育として８名に６日間の病院内研修を、

気管挿管認定のため１名に病院実習を実施したほか、東京研修所及び九州研修所で実施される

養成課程に各１名を入校させております。このほか、九州研修所で本年度から実施された指導

救急救命士養成研修に２名を入校させました。 

次に、防火・防災意識の高揚につきましては、幼年消防クラブの健全な育成とクラブ相互間
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の親睦を深めるため１０月２４日、管内２８の保育園・幼稚園児１，０３１名の参加による

「第１０回幼年消防ふれあい祭り」を開催したほか、１１月２日には、飯塚消防署において消

防フェスタを開催し３００名の地域住民の参加を得て幼児、児童を通じた家庭内の防火意識の

普及・啓発を図りました。 

また、管内の小学６年生１，５００名を対象に、防火ポスターコンクールを実施いたしまし

た。入賞作品は飯塚市枝国「イオン穂波店」に展示し、地域住民に対する防火意識の向上を図

るとともに、最優秀作品１点については、防火ポスターを作成し管内事業所に配布いたしまし

た。 

次に、住宅等の火災防止につきましては、火災発生時の人的被害を軽減するため、職員延べ

３２２名を動員して、高齢者世帯を重点とした一般住宅の防火査察を３，４０３件実施し、火

気取扱及び住宅用火災警報器の設置指導を行ったほか、火災予防条例の一部改正に伴い、各種

催しにおける火気使用器具への消火器の準備、ガソリン携行缶の設置場所、取扱いについて３

２４件の指導を行いました。 

 次に、研修、訓練等の実施状況につきましては、職員の資質の向上を図るため、消防大学校

の救助科及び幹部科に各１名、福岡県消防学校の初任教育課程に９名、各種教育課程に９名を

入校させたほか、福岡県市町村職員研修所に６名を入所させました。 

また、１１月２２日及び２３日に福岡県久留米市で実施された、緊急消防援助隊九州ブロッ

ク合同訓練に、指揮隊、救助隊、後方支援隊及び運営要員として１５名が参加いたしました。 

 以上が２月消防組合議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。 

 これより本消防組合議会に提案申し上げます案件は、平成２６年度の補正予算議案１件、条

例議案２件、認定１件、報告１件であります。 

 それぞれの議案は、上程されました都度、担当者をして説明をさせますので、よろしくご審

議のうえご議決いただきますようお願いを申し上げまして行政報告を終ります。 

○議長（道祖 満） 

続きまして、議案第８号「平成２６年度飯塚地区消防組合補正予算第１号」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。長野消防長。 

◎消防長（長野 文彦）   

議案第８号「平成２６年度飯塚地区消防組合補正予算第１号」について、ご説明申し上げま

す。お手元の平成２６年度補正予算書の１ページをお開き願います。 

今回の歳入歳出予算の補正は、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入

歳出それぞれ、１億３,５７７万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、

２５億７,７９７万１千円とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、２ページ及び３ページに記載の「第１表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 次に、補正の主なものについてご説明いたします。５ページをお開き願います。 
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２．歳入、１(款)分担金及び負担金、１(項)負担金、１(目)組合費負担金、８,８０４万９

千円の追加の主な理由といたしましては、当初予算では、平成２５年度の地方交付税、消防費

単位費用１０,８００円を基礎に算出した額を計上いたしておりましたが、平成２６年度の地

方交付税消防費が確定し、単位費用が１１,２００円に、引き上げられたことによるものでご

ざいます。各市、町ごとの補正額の内訳は、右説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、３(款)財産収入、１(項)財産運用収入、１(目)利子及び配当金５２５万１千円の追加

は、消防賞じゅつ金基金、消防庁舎及び職員公舎建設基金、消防施設整備基金、財政調整基金

の預金利子の増を計上いたしたものでございます。その内訳は、右説明欄記載のとおりであり

ますが、当初の見込みから、運用利率が上がったことによるものでございます。 

次に、３(款)、２(項)財産売払収入、１(目)物品売払収入３８万７千円の追加は、不用品売

払収入の増によるものでございます。 

６ページをお開き願います。４(款)繰入金、１(項)基金繰入金、１(目)消防施設整備基金繰

入金６７万７千円の減は、消防救急無線、デジタル化整備事業の事業費が確定いたしましたの

で、その財源として計上いたしておりました、基金繰入金を減額するものでございます。 

次に、５(款)繰越金、１(項)、１(目)繰越金１,７３４万６千円の追加は、平成２５年度歳

入歳出決算における実質収支額３,４６９万５千円から、地方自治法第２３３条の２の規定に

よる、基金繰入額１,７３４万８千円を差し引いた残額を計上いたしたものでございます。 

次に、６(款)諸収入、２(項)、１(目) 雑入９万７千円の追加は、自動車損害保険と火災保

険の解約金、及び複写機使用料収入を計上いたしたものでございます。 

次に、７(款)国庫支出金、１(項)国庫補助金、１(目) 消防費国庫補助金２,５３２万４千円

の追加は、右説明欄記載の緊急消防援助隊設備整備費補助金として、飯塚消防署に配置予定の

救助工作車、及び救助用資機材整備について補助の申請が認められたため、新たに計上いたし

たものでございます。 

 続きまして、７ページ、３.歳出についてご説明いたします。 

２(款)総務費、１(項)総務管理費、１(目)一般管理費、１３(節）委託料７４万円の減は、

右説明欄記載の庁舎清掃委託料及び情報ネットワーク保守委託料の執行残を計上いたしたもの

でございます。 

次に、２５(節）積立金、右説明欄記載の財政調整基金預金利子積立金５１万６千円の追加

は、歳入でご説明いたしました、同基金の預金利子を積み立てるものでございます。 

次に、３(款)消防費、１(項)消防費、１(目)常備消防費、２(節)給料１８７万７千円、３

(節)職員手当等１,１９６万３千円、及び４(節)共済費５２５万４千円の追加の主な理由とい

たしましては、人事院勧告に基づく、給与の改定によるものでございます。 

次に、９(節)旅費１０万６千円の減は、右説明欄記載の研修旅費で、職員採用予定者１名が

辞退したことにより計上いたしたものでございます。 

次に、１１(節)需用費、右説明欄記載、光熱水費１２万９千円の減は、電力会社を入札で決
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定したことにより、契約単価が下がったものでございます。 

次に、１２(節)役務費、右説明欄記載の、自動車損害保険料９千円の減は、高規格救急自動

車の寄贈により、自動車損害保険料が不要になったため計上いたしたものでございます。 

次に、１３（節）委託料、１２９万２千円の減及び１８（節）備品購入費３万２千円の減は、

それぞれ契約後の執行残を計上いたしたものでございます。 

次に、１９（節）負担金補助及び交付金４２８万６千円の追加は、右説明欄記載の、退職手

当組合負担金及び組織再編に伴う事務費負担金の増と、研修負担金の減との差引きでございま

す。 

 ８ページをお開き願います。 

 次に、２５(節）積立金、右説明欄記載の消防賞じゅつ金基金預金利子積立金３５万３千円

の追加は、歳入でご説明いたしました同基金の預金利子を積立てるものでございます。 

次に、２７(節）公課費、右説明欄記載の、自動車重量税３万２千円の減は、高規格救急自

動車の寄贈により、自動車重量税が不要になったため、計上いたしたものでございます。 

続きまして、２(目) 消防施設費、１８（節）備品購入費１,２２６万２千円の減は、救助工

作車１台及び寄贈救急自動車の装備品購入費の執行残を計上いたしたものでございます。 

次に、２５(節)積立金１億２,６８０万７千円の追加は、右説明欄記載の、消防庁舎及び職

員公舎建設基金積立金と歳入でご説明いたしました同基金の預金利子積立金及び消防施設整備

基金預金利子積立金の増によるものでございます。 

次に、４(款)公債費、１(項)公債費、２(目)利子６７万７千円の減は、消防救急無線、デジ

タル化整備事業に伴う、起債の償還額が決定したことにより、組合債利子を減額するものでご

ざいます。 

次に、９ページ以下の給与費明細書の説明につきましては、省略をさせていただきます。 

以上で、平成２６年度飯塚地区消防組合補正予算第１号の概要説明を終ります。ご審議のう

え、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（道祖 満） 

提案理由の説明が終わりましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結い

たします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論を終結します。採決いたします。議案第８号「平成２６年飯塚地区消防組合補正予算第

１号」を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（道祖 満） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決されました。 

次に議案第９号「飯塚地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題
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といたします。提案理由の説明を求めます。長野消防長。 

◎消防長（長野 文彦） 

議案第９号「飯塚地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由

と改正の内容について、ご説明申し上げます。議案書の１ページをお開き願います。 

本案は、一般職の職員の給与に関する法律が改正され、国家公務員の給与の改定が行われる

ので、これを参考にして、本消防組合職員の給与を改定するため、提出するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。８ページをお開き願います。 

まず、第１条関係の改正について、ご説明いたします。第１６条の「通勤手当」の改正につ

きましては、第２項第２号で定める、自動車等を使用した場合の通勤手当について、イからス

に掲げる区分ごとに、１００円から７，１００円までの幅で、改定を行うものございます。 

次に、９ページ第２９条「勤勉手当」の改正につきましては、第２項第１号で定める再任用

職員以外の職員について、勤勉手当の支給率を「１００分の６７.５」から「１００分の８２.

５」に引き上げ、同項第２号で、再任用職員について「１００分の３２.５」から「１００分

の３７.５」に引き上げるものでございます。 

次に、附則の経過措置を定めた規定の改正でございます。 

附則第７項は、次のページを開いていただきまして、特定職員の、勤勉手当の減額率を「１

００分の１.０１２５」から「１００分の１.２３７５」に引き上げ、最低号給に達しない場合

の支給率を「１００分の６７.５」から「１００分の８２.５」に引き上るものでございます。 

次に、１０ページから２２ページの別表第１及び別表第２の改正でございますが、国家公務

員の俸給表にならい、消防職給料表及び行政職給料表を改めるものでございます。 

 次に、第２条の改正につきましては、新旧対照表の第２条関係によりご説明いたします。 

２３ページをお開き願います。 

第２条の改正は、平成２７年４月１日以降の勤勉手当の支給率の引き下げを規定いたしてお

ります。まず、第２９条第２項第１号で定める再任用職員以外の職員について、勤勉手当の支

給率を「１００分の８２.５」から「１００分の７５」に引き下げ同項第２号で定める再任用

職員について「１００分の３７.５」から「１００分の３５」に引き下げるものでございます。 

附則第７項の改正は、特定職員の勤勉手当の減額率を「１００分の１.２３７５」から「１

００分の１.１２５」に引き下げ、最低号給に達しない場合の支給率を「１００分の８２.５」

から「１００分の７５」に引き下げるものでございます。次のページをお開き願います。 

附則第１項におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたしておりますが、

ただし書きにおいて、第２条の規定は、平成２７年４月１日から施行することといたしており

ます。 

次に、附則第２項におきまして、第１条の改正は、平成２６年４月１日から適用することと

いたしておりますが、ただし書きにおいて、勤勉手当の支給率の引上げの改正規定は、平成２

６年１２月１日から適用することといたしております。 
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次に、附則第３項におきまして、平成２６年４月１日から施行日の前日までの間における異

動者等の号給の取り扱いを、附則第４項におきまして、施行日から平成２７年３月３１日まで

の間における異動者等の号給の調整を規定いたしております。附則第５項の規定は、給与の内

払いの規定でございます。 

次に、附則第６項におきまして、条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めること

といたしております。 

以上、議案第９号「飯塚地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の説

明を終わります。ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願いを申し上げます。 

○議長（道祖 満） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた

します。 

討論を許します。討論はありませんか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。採決いたします。議案第９号「飯塚地区消防組合職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例」を、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

次に、議案第１０号「飯塚地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。 

提案理由の説明を求めます。長野消防長。 

◎消防長（長野 文彦） 

議案第１０号「飯塚地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例」の提案理由と改正の

内容について、ご説明申し上げます。議案書の２５ページをお開き願います。 

本案は、平成２５年８月に、京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、多数の者

が集まる催しの防火安全対策を図るため、火災予防条例（例）の一部が改正されたことにより、

これに準じて関係規定を改正するため、提出するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。２８ページをお開き願います。 

今回の改正は、第５章の次に、第５章の２として、屋外催しに係る防火管理の規定を加える

もので、第４１条の２で、消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外

での催しのうち、大規模なものとして、消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気

器具等の周囲において火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれ

があると認めるものを、指定催しとして指定しなければならないと規定し、同条第２項におい

て、消防長は、指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の、

意見を聴かなければならないとするもので、ただし書きにおいて、当該催しを主催する者から、

指定の求めがあったときは、この限りでないと規定いたしております。また、同条第３項では、
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消防長は、指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を、当該指定催しを主催する者に通知

するとともに、公示しなければならないと規定いたしております。 

次に、第４１条の３で指定催しを主催する者は、指定を受けたときには、速やかに防火担当

者を定め、当該指定催しを開催する日の１４日前までに、次の各号に掲げる、火災予防上必要

な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない

と規定するもので、第１号で、防火担当者その他火災予防に関する業務の、実施体制の確保に

関することを規定いたしております。 

２９ページの第２号では、対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関することを、

第３号では、対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類す

るもの、及び客席の火災予防上安全な配置に関することを、第４号では対象火気器具等に対す

る消火準備に関することを、第５号では、火災が発生した場合における消火活動、通報連絡、

及び避難誘導に関することを規定いたしております。また、第６号として、その他火災予防上

必要な業務に関することを規定いたしております。 

次に、同条第２項において、指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の１４日

前までに、前項の規定による計画を消防署長に提出しなければならないと規定いたしておりま

す。 

次に、第４８条の改正は、罰則規定に、第４号として、第４１条の３第２項の規定に違反し

て、同条第１項に規定する、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者を追加す

るものでございます。 

次に、第４９条の改正は、「法人の代表者」を「法人（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人」に改め、

「各本条に係る罰金刑」を「、同条の刑」に改めて、ただし書を削るものでございます。 

次のページをお開き願います。 

第４８条に第２項として、法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その

代表者又は管理人が、その訴訟行為につき、法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又

は被疑者とする場合の、刑事訴訟に関する法律の規定を準用する規定を追加いたしております。 

附則におきまして、この条例は、平成２７年４月１日から、施行することといたしておりま

すが、ただし書きにおいて、この条例の施行の日から起算して、１４日を経過する日までに終

了する催しについては、この条例による、改正後の飯塚地区消防組合火災予防条例第４１条の

２の指定催しの指定、及び第４１条の３の屋外催しに係る防火管理の規定は、適用しないこと

といたしております。 

以上、議案第１０号、飯塚地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の説明を終わり

ます。ご審議のうえ、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（道祖 満） 

提案理由の説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終結いた
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します。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

議案第１０号「飯塚地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例」を、原案どおり可決

することにご異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

次に、認定第１号「平成２５年度飯塚地区消防組合歳入歳出決算の認定」を議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。長野消防長。 

◎消防長（長野 文彦） 

認定第１号「平成２５年度飯塚地区消防組合歳入歳出決算の認定」についてご説明いたしま

す。議案書の３１ページをお開き願います。地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付して、議会の認定に付するものでございます。次のページをお開き願います。 

歳入歳出決算の状況と施策の成果報告の概要をご説明申し上げます。 

はじめに、決算規模でございますが、歳入決算額は、２６億１,７９１万５千円で、歳出決

算額は、２５億５,９０６万５千円となっております。 

これを前年度の決算額と比較いたしますと、歳入で、３,１０８万１千円の減、歳出で、５,

２８１万９千円の減となっております。 

次に、決算の収支につきましては、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は、５,

８８５万円で、形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源２,４１５万５千円を差し引いた、

実質収支額は、３,４６９万５千円の黒字となっております。 

また、平成２５年度の実質収支額から前年度の実質収支額３,７１１万２千円を差し引いた

単年度収支額につきましては、２４１万７千円の赤字となっております。 

次に、歳入の概要でございますが、歳入決算額２６億１,７９１万５千円の主なものは、構

成市町から拠出いただきました、分担金及び負担金２４億３,７８５万２千円、構成比９３.１

２％、組合債１億４,１６０万円、構成比５．４１％、繰越金１,８５５万５千円、構成比０.

７１％等でございます。 

次に、歳出の概要でございますが、歳出決算額は、２５億５,９０６万５千円で、性質別経

費の状況につきましては、次ページ、上から４行目をご覧ください。 

人件費１８億２,８７５万２千円、構成比７１.４６％、物件費１億３,８６５万３千円、構

成比５.４２％、補助費等１,４１０万４千円、構成比０.５５％、維持補修費１７１万４千円、

構成比０.０７％、投資的経費２億２,８２３万６千円、構成比８.９２％及び積立金３億４,７

５７万４千円、構成比１３.５８％等となっております。 
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次に、施策の成果についてでありますが「５、事務事業の概要」以下に記載いたしておりま

すので、説明を省略させていただきます。 

以上で、認定第１号「平成２５年度飯塚地区消防組合歳入歳出決算の認定」についての説明

を終わります。ご審議のうえ、ご認定を賜わりますようお願いを申し上げます。 

○議長（道祖 満） 

次に、認定議案に対する監査委員の決算審査報告をお願いいたします。平山悟監査委員。 

○平山 悟議員 

 決算審査のご報告をいたします。地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、先に組合長

から審査に付されました平成２５年度飯塚地区消防組合決算の審査を終了いたしましたので、

その結果をご報告いたします。 

 審査は歳入歳出決算と付属書類の合規性、計数の正確性及び財政収支の状況等について行い

ましたが、いずれも関係法令に遵守した処理がなされ、平成２５年度における決算収支の状況

を適正に表示していることが認められました。 

次に、決算の概要について申し上げます。歳入総額２６億１千７９１万５千円に対しまして、

歳出総額は２５億５千９０６万５千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は５

千８８５万円となり、形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源２千４１５万５千円を差し引

いた実質収支額は３千４６９万円の黒字となっております。 

また、桂川消防署の高規格救急自動車及び飯塚消防署の女子仮眠室改修工事を実地検分しま

したが、施工及び管理状況は良好でありました。以上簡単に申し述べましたが、細部につきま

してはお手元の意見書をご覧いただきたいと思います。 

終わりに、国の経済については９月の月例経済報告で、一部に弱さが残るものの、雇用・所

得環境の改善が続く中で各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。

ただし、駆け込み需要の反動の長期化や海外経済の下振れなど、我が国の景気を下打ちするリ

スクに留意する必要があるとされており、景気回復が期待されるものの、なお予断を許さない

状況が継続するものと考えられます。一方、地域経済については、８月２８日発表の地域経済

動向において、九州地域は緩やかな回復基調が続いており、消費税率引き上げに伴う駆け込み

需要の反動も和らぎつつあるとされているものの、国同様景気下押しのリスクに留意する必要

があるとされており、消防組合を構成する各市町においても厳しい財政状況を想定した予算編

成をされるなど、消防組合を取り巻く環境においても財政的に厳しい状況が続くものと考えら

れます。このような状況の中、構成市町からの負担金を主な財源とする消防組合においては、

将来にわたって安定した消防行政を運営していくため、昨年策定された飯塚地区消防組合組織

再編実施計画に基づき、組織の再編が進められているところであり、さらに昨年１１月には飯

塚地区消防組合財政健全化実施計画を策定し、財政面においても組織運営の見直しに着手され

ているところです。この計画を着実に実行し、限られた予算を効率的に運用することで厳しい

財政事情に応じた組織運営を実現し、より一層安心安全な地域社会を確立できるよう関係者の
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一層の努力を望むものであります。以上です。 

○議長（道祖 満） 

提案理由の説明及び監査委員の決算審査報告が終りましたが、質疑通告書の提出はあってお

りませんので質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。採決いたします。 

認定第１号「平成２５年度飯塚地区消防組合歳入歳出決算の認定」は、原案どおり認定する

ことにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり認定されました。 

次に、報告第４号専決処分の報告「交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴

う和解」を議題といたします。 

報告事項について説明を求めます。鬼丸総務課長。 

◎総務課長（鬼丸 德寿） 

報告第４号「交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」について、ご

報告申し上げます。議案書の５２ページをお開き願います。 

 この報告は、地方自治法第１８０条第１項の規定により交通事故に係る損害賠償の額（示談

の内容を含む）を定めることについて平成２６年６月９日に専決処分したので、同条第２項の

規定により報告するものでございます。 

事故の概要につきましては、２事故の概要及び５３ページの図に記載のとおり、平成２６年

４月２１日午後２時２８分頃に総務課職員が、総務課広報車を飯塚市役所駐車場に後進して駐

車しようとしたところ、自車の右側後方バンパーが車両右側に駐車していた乗用車の左側後輪

付近に接触し、左側後輪のフェンダー部分を破損させたものでございます。 

 事故の原因は、車両を駐車しようとした時に、左側バックミラーに注視していたため、右側

後方を見落としたことが原因であります。 

過失割合は、消防組合が１００％、相手方は０％とし、消防組合が相手方に１３万９９６円

を賠償金として支払うものでございます。詳細につきましたては、５３ページ、６の損害額及

び賠償負担額（区分）の表に記載のとおりでございます。 

 なお、消防組合が負担する損害賠償額１３万９９６円は、公益社団法人全国市有物件災害共

済会より支払われます。 

 このような事故をおこしたことは誠に遺憾であり、本議会に対しまして深く陳謝申し上げま

す。どうも申訳ございませんでした。 

 今後は、同種事故の再発防止のため指導の徹底を図って参る所存でございます。以上で報告

を終わらせていただきます。 
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○議長（道祖 満） 

報告事項に対する説明が終りましたが、質疑通告書の提出はあっておりませんので質疑を終

結いたします。本案は、報告事項でありますので、ご了承を願います。 

暫時休憩いたします。というのは、先ほど地震があったようですからその内容について情報

があるならば報告をお願いいたします。 

○消防長（長野 文彦） 

先ほど１４時３７分、福岡県西方沖を震源とするマグニチュード４．０の地震が発生いたし

ております。各地の震度に関しましては、福岡市で震度２、飯塚市、嘉麻市、桂川町でそれぞ

れ震度１となっております。以上でございます。震源地は福岡県北西沖でございました。 

○議長（道祖 満） 

消防組合議会を再開いたします。 

次に一般質問ですが一般質問の通告はあっておりませんので、一般質問を終結いたします。 

署名議員を指名いたします。 

７番田淵千恵子議員、１５番吉田健一議員。 

以上をもちまして、議事日程の全てを終了いたしましたので、平成２６年第３回飯塚地区消

防組合議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 
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午後１４時５２分 閉会  

●出席議員  

（ 出席議員 １９名 ）  

１番  道 祖    満   １２番  森 山 元 昭 

２番  田 中日本明   １３番  平 山   悟 

３番  田 中 秀 哲     １４番  上 野 伸 五 

４番  原 中 政    １５番  吉 田 健 一 

５番  竹 本 慶 吉     １６番  八 児 雄 二 

７番  田 淵 千恵子  １７番  松 延 隆 俊 

８番  白 石 二 郎     １８番  坂 平 末 雄 

９番  宮 原 由 光   １９番  中 村 春 夫 

１０番 山 倉 敏 明    ２０番  坂 口 政 義 

１１番 秀 村 長 利   

（ 欠席議員 １名 ）  

６番 森   裕 治  

●職務のため出席した議会事務局職員  

議会事務局書記 笹 尾 清 隆    議会事務局書記  和 多    良 

〃     佐 藤 康 道          〃     沖    俊 二 

〃     吉 田 達 郎 

●説明のため出席した者  

組合長      齊 藤 守 史  

副組合長    赤 間 幸 弘  

副組合長    井 上 利 一  

会計管理者   戸 畑 廣 喜 

消防長      長 野 文 彦  

総務課長    鬼 丸 德 寿  

予防課長    吉 野 雅 博  

警防課長    高 山 生 爾 

飯塚消防署長  池 田 政 治 

飯塚署副署長  大 谷 繁 憲  

山田消防署長  井 原 眞 次 

桂川消防署長  大 塚 正 道  

総務課企画財政係長 篠 崎 太 望  

総務課会計係長 梶 嶋 博 徳   


